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重要事項説明書 

（小規模多機能型居宅介護 こすもす） 

  

１ 事業主体の概要 

事 業 主 体 名 社会福祉法人 うしおだ 

主たる事務所の所在地 〒230－0047 横浜市鶴見区下野谷町４丁目１６３番地 1 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代 表 者 名 理事長  倉石 奈津美 

電話番号・ FAX 045－508－7061 

 

開 設 年 月 日 平成 14 年 2 月１3 日 

法 人 の 理 念 

 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供さ

れるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ

自立した生活を地域社会において営むことが出来るように支援するこ

とにより、誰もが安心して住み続けられる地域社会を実現させるため 

より多くの人々と連携し、共同の輪を広げていきます。 

他の介護保険関連 

の事業 

 認知症対応型共同生活介護事業 

 訪問介護事業 

 居宅介護支援事業 

 

２ 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 小規模多機能こすもす 

事 業 所 の 責 任 者 小規模多機能こすもす管理者  前田 晃一 

開 設 年 月 日 平成２４年１０月１日 

保険事業者指定番号 第１４９０１００２０１号 

所 在 地 横浜市鶴見区下野谷町 4－163－1 1F 

電 話 ・ F A X ０４５－５０４－４１３０ 

交 通 の 便 ＪＲ鶴見線 鶴見小野駅下車 徒歩５分 

定員 登録定員  25 人 

通いサービス  15 人 

泊まりサービス  8 人 

敷  地 の 概 要 
敷地面積（駐車場含む）  544 ㎡ 

自己所有 

建  物 の 概 要 
鉄筋コンクリート造４階建て１階部分 

床面積  335.99 ㎡   自己所有 

共有施設の概要 
玄関、ホール、厨房、食堂、リビング、浴室、トイレ（洋式）、洗面

所、収納スペース 

居室の概要 

全室個室（8 部屋） 

居室 1 人部屋（広さ 4.5 畳） 

エアコン、ベット及び布団、押入れ有り 
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３ 事業の目的と運営の方針 

 

事業の目的 

 

高齢者が住み慣れた環境の中で、地域と連携し安心して暮らしていただける

よう、ご利用者様の置かれている環境、心身の状況を踏まえ、心温かいサービ

スを提供します。 

運営の方針 

ご利用者様の残存機能を生かし、家庭的で暖かい雰囲気の中で、生活リハビ

リを行い、自立して在宅での日常生活が継続できるよう個人を尊重した援助を

行います。 

 

４ 従業者の職種、員数及び勤務の体制 

職種と氏名 資格 常勤 非常勤 合計     業務内容 

管理者 

 前田 晃一 

 

介護福祉士 

 

 

 1 

 

 0 

 

 1 

業務の管理及び、生活全般に 

係わる援助 

 

介護職員 

 

 

 

介護福祉士 

 

 

 7 

 

 

 3 

 

 

 10 

 

 

 

入浴、排泄、食事等 

生活全般に係わる援助 

 
その他介護職  0  3  3 

松尾 敬子   看護師  1  0  1 看護業務、生活全般に関わる援助 

介護支援専門員 

中島 千代子 

介護支援専門員 

介護福祉士 

 

 

 １ 

 

 

 0 

 

 

 １ 

 

小規模多機能型居宅介護 

計画の作成 

 

        合計  10  6  16  

職員の勤務形態 ①早番 7：00~15：00 

②日勤 9：00~17：00 

③遅番 12：00~20：00 

④夜勤 17：00~翌日 9：00 

研修の実施 入職時に加え、内部研修、外部研修等、適宜行っています 

５ サービスの内容 

種類 内容 

通いサービス 

食事 

・昼食 午後 12 時～  夕食 午後 6 時～ 

・食事の提供及び食事の介助をいたします。 

・食事は食堂にて召し上がっていただくようにしています。 

・身体状況、嗜好、栄養バランス、に配慮した献立にて提供いたしま

す。 

・調理、配膳等を介護従事者と一緒に行うようにいたします。 

入浴 
・ご利用者様の状況に応じ、衣類の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身等

の適切な介助を行います。 

排泄 
・ご利用者様の状況に応じ、適切な介助を行うとともに、排泄の自立

についても適切な援助を行います。 

機能訓練 
・ご利用者様の状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止

し、維持に努めます。 

 健康チェック 
・血圧測定、体温測定等、ご利用者様の健康状態の把握に努めます。 

 送迎 
・ご利用者様の希望により、ご自宅と施設間の送迎を行います。 
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訪問サービス 

・ご利用者様の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の

支援や機能訓練を提供します。 

・訪問サービス実施のための必要な備品等（ガス、水道、電気を含

む）は、無償で使用させていただきます。 

・訪問サービスの提供にあたって次に該当する行為はいたしません。 

①医療行為。 

②利用者、家族等からの金銭、または、高価な物品の授受。 

③飲酒、同意なしに行う喫煙。 

④宗教、営利活動。 

⑤利用者、家族に行う迷惑行為。 

宿泊サービス 
・施設に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の支援

や機能訓練を提供します。 

 

 

６ サービスの利用方法 

（1）サービスの利用開始 

 ①まずは、お電話等での見学のお申込みをお願いします。 

 

 ②当施設の職員が、施設のご案内、概要をご説明いたします。 

    ※居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、ご利用にあたり事前に

介護支援専門員とご相談されることをお勧めいたします。 

 

 ③お申込みに必要な書類を受領後、訪問調査にて状態の確認をさせていただきます。 

 

 ④契約後、利用開始日を双方の協議の上で決定いたします。 

 

（2）サービスの終了 

 ①ご利用者様からの申し出によるサービスの終了。 

  ご利用者様の都合でサービスの利用を中止する場合は、希望する３０日前までにお申し出くだ

さい。 

 

 ②サービスの自動終了 

  以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ご利用者様が他の介護保険施設に入所された場合。 

・ご利用者様の要介護認定区分が「非該当（自立）」と認定された場合。 

・ご利用者様が亡くなられた場合。 

 

 ③その他 

・ご利用者様やご家族様などが、当施設や当施設のサービス従業者に対して、本契約を継続し

難いほどの背信行為を行った場合は、サービス契約終了の３０日前に文章で通知し、ご利用

を中止していただく場合があります。 

・ご利用者様が病院に入院し、入院から３０日以内に退院できる見込みがない場合または、入

院後３０日を経過しても退院できないことが明らかになった場合、また施設内で対応ができ

ない常時の医療処置が必要になった場合。 
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７  サービス内容に関する苦情窓口 

ご利用者相談窓口 

当事業所 

ご利用時間 午前９時～午後５時 

 電話        ０４５－５０４－４１３０ 

 住所    小規模多機能こすもす 

担当者   管理者  前田 晃一 

鶴見区高齢・障害支援課

介護保険担当 
電話    ０４５－５１０－１８２７ 

横浜市福祉局高齢健康福

祉部介護事業指導課 

電話    ０４５－６７１－２４０８ 

神奈川県国民健康保険団

体連合会 

 電話    ０５７０－０２２１１０ 

       ０４５－３２９－３４４７ 

 

８  緊急時の対応方法 

 ご利用者様の主治の医師又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 

 緊急連絡先に連絡いたします。 

緊急対応方法  緊急対応マニュアルに準じます。 

ご利用者様の主治の医師 

氏名  

所属医療機関の名称  

所在地  

電話番号  

協力医療機関 

医療機関の名称 汐田総合病院 

院長名 宮沢 由美 

所在地 横浜市鶴見区矢向１－６－２０ 

電話番号 ０４５－５７４－１０１１ 

診療科 内科、外科、整形外科、歯科、神経内科、 

精神科 

入院設備 有り 

救急指定の有無 有り 

契約の概要 入院を含む緊急時対応。主治医の指示。 

協力医療機関 

医療機関の名称 うしおだ診療所 

所長名 野末 浩之 

所在地 横浜市鶴見区本町通１－１６―１ 

電話番号 ０４５－５２１－５１４７ 

診療科 内科、外科、整形外科、歯科、精神科 

入院設備 なし 

救急指定の有無 なし 

契約の概要 受診及び主治医の指示。 

緊急連絡先 

続柄（       ） 

氏名  

 住所  

電話番号  

昼間の連絡先  

夜間の連絡先  
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９ 事故発生時の対応 

（1）サービスの提供中に事故が発生した場合は、ご利用者様に対し応急処置、医療機関への搬送等

の措置を講じ、速やかにご家族、市町村に連絡を行います。 

（2）事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発

生を防ぐための対策を講じます。 

（3）当時業所の介護サービスにより、ご利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やか

に損害賠償をいたします。 

 

10 非常災害対策 

防犯防災設備 消火器５台、火災報知機１ヶ所、非常用照明２ヶ所、スプリンクラー設備 

避難設備等の概要 非常口 ２ヶ所、誘導灯 １ヶ所 

防災訓練 年２回実施 

防災管理者 永野 安世 

損害賠償責任保険加入先 （株）東京海上日動火災保険 

 

11 虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のための次の措置を講ずるものとする。 

 （１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

 （２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

 （３）その他虐待防止のための必要な措置 

 ２ 事業所は指定小規模多機能型居宅介護の提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に

通報するものとする。 

 

12 身体拘束等の原則禁止 

  事業所は、指定小規模多機能型居宅介護の提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 

 ２ 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、

理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由など必要な事項を記載するものとする。 

 

13 秘密の保持について 

（1） 当事業所の従事者ならびに退職した従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用

者様及びご家族様の秘密を漏らしません。 

（2） ご利用者様の医療上緊急の必要がある場合またはサービス担当者会議等で必要がある場合に

限り、あらかじめ文章による同意を得た上で、必要な範囲でご利用者様またはご家族様の個

人情報を用います。 

14 保証人の役割 

（1） ご利用者様が傷病等により意思決定できない場合において、代理人である保証人に対し意思

決定を求めます。 

（2） ご利用者様の個人情報を第三者（ご利用者様の親族を含む）に対して開示する場合は、個人

情報保護法第２３条１項各号に定める理由による場合を除き、保証人の承諾を得た上で情報

開示を行います。 
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（3） 緊急時における連絡、報告、相談を保証人に致します。 

（4） 病院への定期的な通院、入院の際の手続きを保証人にお願いします。 

（5） ご利用者様がご利用になる当該事業に対する責務について、保証人は連帯責務となっていた

だきます。 

（6） 保証人には、退去時等にご利用者様または、その関係者が持ち込んだ物品を引き取っていた

だきます。 

 

※ 「個人情報保護法 第２３条１項」 

  個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで個

人データを第三者に提供してはならない。 

 1、法令に基づく場合 

 2、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。 

 3、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

 4、国の機関もしくは地方公共団体または、その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

 

15 運営法人の概要 

（1）法人の名称  「社会福祉法人うしおだ」 

（2）理事長     理事長  倉石 奈津美 

（3）所在地等    横浜市鶴見区下野谷町４－１６３－１ 

           電話 ０４５－５０８－７０６１ 

           FAX ０４５－５０８－７０６７ 

（4）法人の沿革 

   当法人は、汐田総合病院などの医療・介護機関を運営する「財団法人横浜勤労者福祉協会」

の理事会で、今後の介護福祉事業を本格的に進めるために、別法人を設立させていく事とした

ことを受けて、平成２４年２月１３日に設立された法人です。 

（5）法人の社会福祉事業の目的 

  「法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工

夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営む

ことができるよう支援すること」（定款第１条）を目的としております。 

   同時に鶴見区などの行政、地域の開業医や病院などの医療機関・福祉施設との連携をはかり、

高齢者などが安心して住み続けられる町づくりへの参画に努めております。 

（6）法人が運営する事業所 

  ①認知症グループホーム菜の花の家（平成 1４年４月開設） 

  ②認知症グループホームひまわりの家（平成１９年４月開設） 

  ③精神障害者グループホーム「ハイムさざんか」（平成１９年４月に「グループホーム富士

見」として開設し、平成２３年３月に移転し、現在の名称に変更） 

④ うしおだ介護支援センター（平成２０年４月に当法人へ移管） 

⑤ ヘルパーステーションうしおだ（平成２０年４月に当法人へ移管） 

⑥ 精神障害者グループホーム「ハイムつばき」（平成２５年１０月開設） 
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【説明確認欄】 

 

  小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始にあたり、ご利用者様に対して本書面に基づいて、

重要な事項を説明しました。 

 

 

事業者所在地  横浜市鶴見区下野谷町 4－163－1 

名称      小規模多機能こすもす 

 

                        説明年月日  令和  年  月  日 

 

 

                          説明者              印 

 

                                    

本書面に基づいて上記重要事項の説明を受け、小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に

同意します。 

   

（ご利用者）    住所  

 

 

         氏名              印 

 

 

 

  （代筆者）     氏名                         印 

 

 

                                             続柄 

 

 

 

 

              （保証人）    住所 

 

 

                       氏名              印 

 

                       電話（   ）   － 
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平成２５年１１月１１日改正 

平成２６年９月２６日改正 

平成２７年４月１日改正 

平成２８年１月２６日改正 

平成２８年５月１日改正 

平成３０年１０月１日改正 

令和元年 5 月 1 日改正 

令和３年１１月１日改正 

令和 4 年 6 月 15 日改正 

令和４年 10 月 1 日改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


